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地
方
公
共
団
体
が
自
主
性
を
発
揮
し
、よ
り
身
近
な
行
政
サ
ー
ビ
ス
が
行
え
る
よ
う
、

国
か
ら
地
方
へ
３
兆
円
の
税
源
移
譲
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
税
源
移

譲
に
伴
い
、皆
さ
ん
が
納
め
て
い
る
住
民
税
が
平
成
19
年
度
分
か
ら
変
わ
っ
て
い
ま
す
。

「個人住民税」＋「所得税」の納税者の負担は変わりません�
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平成19年度から（移譲後）� 個
人
住
民
税
所
得
割
の
税
率
が
10
％
に
統
一

人
的
控
除
額
の
差
に
基
づ
く

負
担
増
の
減
額
措
置

個
人
住
民
税
の

定
率
減
税
が
廃
止

65
歳
以
上
の
方
の

非
課
税
措
置
が
廃
止

個
人
住
民
税
の
税
率
が
こ
れ
ま
で
の
３
段

階
か
ら
一
律
10
％
に
統
一
さ
れ
ま
す
。
ま
た
、

所
得
税
も
今
ま
で
の
４
段
階
か
ら
６
段
階
に

変
わ
り
ま
す
。

住
民
税
だ
け
見
る
と
、
所
得
の
少
な
い
方

は
増
税
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
が
、
所

得
税
の
最
低
税
率
が
10
％
か
ら
５
％
に
引
き

下
げ
ら
れ
る
た
め
、「
所
得
税
＋
住
民
税
」

の
税
負
担
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
定

率
減
税
の
廃
止

や
、
年
収
の
増

減
に
よ
り
税
負

担
が
増
減
す
る

場
合
が
あ
り
ま

す
。な

お
、
税
源

移
譲
の
影
響
が

出
る
時
期
は
人

そ
れ
ぞ
れ
で
す
。
税源移譲による影響の発生時期
区　分

給与所得者

年金受給者

事業所得者

所得税
平成19年１月
（毎月源泉徴収）

平成19年２月
（２か月ごとに源泉

徴収）

平成20年２～３月
（確定申告）

※予定納税の場合は

平成19年７月

住民税
平成19年６月
（毎月特別徴収）

平成19年６月
（６月、８月、10月、

１月に納付）

平成19年６月
（６月、８月、10月、

１月に納付）

住
民
税
と
所
得
税
で
は
、
税
額
を
算
出

す
る
際
の
人
的
控
除
額
に
差
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
差
に
基
づ
く
負
担
増
を
調
整
す

る
た
め
、
住
民
税
所
得
割
額
か
ら
次
の
計

算
で
求
め
た
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

○
平
成
17
年
度
ま
で
＝
所
得
割
額
の
合
計

額
の
15
％
相
当
額
（
限
度
額
４
万
円
）

○
平
成
18
年
度
＝
所
得
割
額
の
合
計
額
の

７
・
５
％
相
当
額
（
限
度
額
２
万
円
）

○
平
成
19
年
度
か
ら
＝
廃
止

人的控除額の差の合計額と
課税所得金額のどちらか小
さい方の５％
｛人的控除額の差の合計額－
（課税所得金額－200万円）｝
の５％
（2,500円未満の場合2,500円
となります。）

※人的控除とは、所得控除のうち、基礎控除、扶養控
除、配偶者控除、障がい者控除、寡婦（寡夫）控除、
勤労学生控除など、人の基本的生計費に着目した控除
をいいます。

問
い
合
わ
せ
／
市
民
税
課
普
通
徴
収
・
特

別
徴
収
担
当
（
内
線
２
２
５
４
〜
２
２
５

８
） 平

成
18
年
度
よ
り
65
歳
以
上
で
前
年
の

合
計
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円
以
下
の
方

に
対
す
る
非
課
税
措
置
が
廃
止
さ
れ
ま
し

た
。
た
だ
し
、
平
成
17
年
１
月
１
日
に
お

い
て
65
歳
以
上
の
方
（
昭
和
15
年
１
月
２

日
以
前
生
ま
れ
）
に
つ
い
て
は
経
過
措
置

が
あ
り
ま
す
。

国と地方の三位一体改革
の柱の一つで、補助金に代
わる地方公共団体の新たな
財源として、国が集めてい
る税金のうちの一定の部分
を、地方が集めることがで
きるようにすることです。
国税の一部を減らして地方
税を増やすことなので、納
税者の負担は増えません。

税源移譲とは

均
等
割

所
得
割

均
等
割

市
　
民
　
税

県
　
民
　
税
所
得
割

平成
18年度

平成
19年度

平成
20年度

1,000円 2,000円 3,000円

1/3を
課税

2/3を
課税

全額
課税

300円 600円 1,000円

1/3を
課税

2/3を
課税

全額
課税
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次
の
条
件
の
全
て
に
該
当
す
る
方
は
、

老
齢
厚
生
年
金
の
全
額
ま
た
は
一
部
の
額

が
支
給
停
止
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

・
昭
和
12
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま
れ
た

70
歳
以
上
の
方

・
厚
生
年
金
保
険
の
適
用
事
業
所
に
お
勤

め
で
、
老
齢
厚
生
年
金
と
賃
金
の
合
計
額

が
48
万
円
を
上
回
る
方

【
手
続
】
厚
生
年
金
の
適
用
事
業
所
の
事

業
主
は
、
70
歳
以
上
の
従
業
員
に
係
る
雇

用
・
退
職
・
賃
金
等
に
関
す
る
届
書
を
、

社
会
保
険
事
務
所
へ
提
出

※
本
人
か
ら
の
手
続
は
不
要

１．

70
歳
以
上
で
お
勤
め
の

方
の
老
齢
厚
生
年
金
制
度
の

改
正

２．

66
歳
以
降
の
老
齢
厚
生

年
金
繰
下
げ
制
度
の
導
入

３．

遺
族
厚
生
年
金
制
度
を

見
直
し

４．

離
婚
時
の
厚
生
年
金
の

分
割
制
度
を
導
入

５．

自
ら
の
申
出
に
よ
る
年

金
の
支
給
停
止
の
仕
組
み
の

導
入

65
歳
以
後
の
老
齢
厚
生
年
金
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
場
合
、
65
歳
か
ら
は
受
け

ず
に
、
66
歳
以
後
に
申
出
を
す
る
こ
と
に

よ
り
、
そ
の
申
出
を
し
た
翌
月
か
ら
増
額

さ
れ
た
老
齢
厚
生
年
金
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

【
手
続
】
所
定
の
請
求
書
を
社
会
保
険
事

務
所
へ
提
出

（
１
）
65
歳
以
上
の
方
の
遺
族
厚
生
年
金

の
支
給
方
法
の
見
直
し

【
対
象
】
平
成
19
年
４
月
１
日
以
降
に
遺

族
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方
及

び
、
平
成
19
年
４
月
１
日
に
遺
族
厚
生
年

金
の
受
給
権
を
有
す
る
平
成
19
年
４
月
１

日
以
後
に
65
歳
以
上
に
な
る
方

※
ご
自
身
の
老
齢
厚
生
年
金
の
全
額
及
び
、

改
正
前
の
制
度
に
お
い
て
支
給
さ
れ
た
額

と
ご
自
身
の
老
齢
厚
生
年
金
金
額
と
の
差

額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
２
）
若
齢
期
の
妻
の
遺
族
厚
生
年
金
制

度
の
見
直
し

【
対
象
】
平
成
19
年
４
月
１
日
以
後
に
遺

族
厚
生
年
金
の
受
給
権
を
取
得
し
た
方

※
夫
の
死
亡
時
に
30
歳
未
満
で
子
を
養
育

し
な
い
妻
等
に
対
す
る
遺
族
厚
生
年
金
は
、

５
年
間
の
有
期
給
付
と
な
り
ま
す
（
子
を

養
育
し
な
く
な
っ
た
と
き
に
妻
が
30
歳
未

満
の
場
合
に
は
、そ
の
時
点
か
ら
５
年
間
）。

ま
た
、
妻
に
対
す
る
遺
族
厚
生
年
金
に
加

算
さ
れ
る
中
高
齢
寡
婦
加
算
（
年
間
５
９

４，

２
０
０
円
）
は
、
夫
死
亡
時
に
40
歳

以
上
で
あ
る
妻
に
、
65
歳
に
到
達
す
る
ま

で
支
給
さ
れ
ま
す
（
従
来
は
夫
死
亡
時
35

歳
以
上
で
あ
る
妻
に
40
歳
か
ら
支
給
）。

次
の
条
件
に
該
当
し
た
場
合
、
当
事
者

か
ら
の
一
方
的
な
請
求
に
よ
り
、
厚
生
年

金
の
保
険
料
納
付
記
録
を
当
事
者
間
で
合

意
し
た
割
合
に
基
づ
き
分
割
す
る
こ
と
が

で
き
る
制
度
で
す
。分
割
を
受
け
た
方
は
、

ご
自
身
の
支
給
開
始
年
齢
か
ら
、
分
割
後

の
厚
生
年
金
の
保
険
料
納
付
記
録
に
基
づ

く
老
齢
厚
生
年
金
を
受
給
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
。

【
対
象
】
平
成
19
年
４
月
１
日
以
後
に
離

婚
し
た
方
や
事
実
婚
関
係
を
解
消
し
た
方

な
ど

【
条
件
】
当
事
者
の
合
意
や
裁
判
手
続
に

よ
り
分
割
割
合
（
50
％
上
限
）
を
定
め
て
、

請
求
期
限
（
原
則
、
離
婚
を
し
た
日
の
翌

日
か
ら
２
年
）
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と

※
老
齢
厚
生
年
金
を
受
給
す
る
た
め
に
は
、

ご
自
身
の
年
金
加
入
期
間
（
分
割
を
受
け

た
期
間
を
除
く
）
が
、
原
則
25
年
以
上
必

要
で
す
。

【
手
続
】
年
金
分
割
の
請
求
書
に
戸
籍
謄

本
や
分
割
割
合
を
定
め
た
必
要
書
類
を
添

付
し
て
社
会
保
険
事
務
所
へ
提
出

ご
自
身
の
判
断
で
年
金
を
受
け
取
ら
な

い
と
い
う
選
択
が
で
き
ま
す
。
年
金
を
受

け
取
ら
な
い
旨
の
申
出
を
し
た
際
は
、
そ

の
翌
月
分
か
ら
年
金
の
支
給
が
停
止
と
な

り
ま
す
。
な
お
、
過
去
に
さ
か
の
ぼ
っ
て

申
出
を
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、
年

金
の
受
け
取
り
は
い
つ
で
も
再
開
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
再
開
す
る
旨
の
申
出
を

し
た
際
は
、
そ
の
翌
月
分
か
ら
年
金
が
支

給
さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
再
開
の
申
出
を

行
っ
た
際
は
、
年
金
は
さ
か
の
ぼ
っ
て
支

給
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
年
金
額
が
増
額

さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
／
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
年

金
被
保
険
者
）（
�
０
５
７
０
―
０
５
―

１
１
６
５
）、
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル
（
年

金
を
受
け
て
い
る
方
）（
�
０
５
７
０
―

０
７
―
１
１
６
５
）、
大
宮
社
会
保
険
事

務
所
（
�
０
４
８
―
６
５
２
―
４
７
１

１
）、
国
保
年
金
課
年
金
担
当
（
内
線
２

４
３
７
）


